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■
令
和
２
年
10
～
11
月　
杭
打
ち

　
建
物
を
支
え
る
杭
を
地
中
に
埋
め
込
み

ま
し
た
。
杭
１
本
の
長
さ
は
20
ｍ
、
48
本

あ
り
ま
す
。
初
め
に
縦
穴
を
掘
り
、
そ
こ

に
ク
レ
ー
ン
で
釣
り
上
げ
た
杭
を
入
れ
、

所
定
の
深
さ
ま
で
埋
め
込
み
ま
し
た
。

■
令
和
２
年
12
月　
基
礎
造
り

　
（
仮
称
）防
災
セ
ン
タ
ー
は
、
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
造
で
す
。
基
礎
と
な
る
部
分
に

鉄
筋
を
組
み
、
型
枠
を
設
置
し
、
コ
ン
ク

リ
ー
ト
を
流
し
込
み
ま
し
た
。

防
災
力
の
強
化
に
向
け
て

（
仮
称
）防
災
セ
ン
タ
ー
を
建
設
し
て
い
ま
す

昨
年
９
月
か
ら
、
役
場
本
庁
舎
北
側
に（
仮
称
）防
災
セ
ン
タ
ー
を
建
設
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
工
事
の
様
子
を
紹
介
し
ま
す
。

問
危
機
管
理
防
災
課　
防
災
安
全
係　
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１
０

災
害
時
の
拠
点
と
し
て
建
設
中

　
町
で
は
、
平
成
28
年
熊
本
地
震
の
教
訓

を
も
と
に
、
災
害
対
応
力
を
高
め
る
た
め
、

昨
年
９
月
か
ら
、
役
場
本
庁
舎
北
側
に

（
仮
称
）防
災
セ
ン
タ
ー
を
建
設
し
て
い
ま

す
。

　
専
用
の
災
害
対
策
本
部
室
を
設
け
、
自

衛
隊
な
ど
外
部
か
ら
の
応
援
部
隊
の
拠
点

と
な
る
部
屋
も
設
け
ま
す
。
大
型
の
備
蓄

倉
庫
も
備
え
、
災
害
時
の
被
災
者
支
援
を

強
化
し
ま
す
。

工
事
経
過
紹
介

　
昨
年
９
月
の
着
工
か
ら
こ
れ
ま
で
の
工

事
の
様
子
を
紹
介
し
ま
す
。

■
令
和
２
年
９
月　
車
庫
解
体

　
役
場
本
庁
舎
北
側
は
、
も
と
も
と
公
用

車
と
職
員
の
駐
車
場
と
し
て
利
用
し
て
い

ま
し
た
。（
仮
称
）防
災
セ
ン
タ
ー
の
建
設

に
当
た
り
、
そ
の
解
体
か
ら
始
め
ま
し
た
。

■
令
和
３
年
１
月　
１
階
床
部
分

　
基
礎
が
で
き
上
が
り
、
梁は
り
の
間
を
、
良

質
土
で
強
固
に
埋
め
戻
し
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
断
熱
材
を
敷
き
、
土
間
配
筋

を
行
い
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
流
し
込
ん
で
、

１
階
床
部
分
を
作
り
ま
し
た
。

■
令
和
３
年
２
月　
１
階
部
分

　
１
階
の
柱
や
壁
の
鉄
筋
を
組
み
、
型
枠

を
設
置
し
て
い
き
ま
す
。

　
１
階
天
井
の
型
枠
設
置
と
配
筋
も
行
い
、

そ
れ
が
２
階
床
部
分
に
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
が
終
わ
っ
た
ら
、
上
か
ら
コ
ン

ク
リ
ー
ト
を
流
し
込
ん
で
、
１
階
柱
・
壁

部
分
と
天
井
・
２
階
床
部
分
を
一
体
的
に

作
り
ま
す
。
２
階
部
分
も
同
様
に
作
っ
て

い
き
ま
す
。

完
成
予
定
は
今
年
９
月

　
完
成
は
９
月
の
予
定
で
す
。
工
事
の
様

子
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
随
時
お
知
ら

せ
し
ま
す
。
周
辺
に
お
住
ま
い
の
皆
さ
ん

や
来
庁
者
の
皆
さ
ん
に
は
ご
迷
惑
を
お
か

け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

（仮称）防災センター完成予想図
ＲＣ造３階建て2,323.4㎡

災害災害にに備備えるえる
　令和２年７月豪雨に見られるように、近年の災害は、
被害が大きくなる傾向にあります。これから梅雨や台風
の時期を迎えるに当たり、災害への備えを確認しましょ
う。
　今回は、指定緊急避難場所・指定避難所、避難のポイ
ントについて解説します。

指定緊急避難場所とは
　災害による危険が切迫した状況において、身の安全の
確保を目的として緊急に避難する施設または場所として、
町があらかじめ指定したところです。

指定避難所とは
　避難した住民が災害の危険性がなくなるまで必要な期
間滞在し、または災害により家に戻れなくなった住民が
一時的に滞在することを目的とした施設として、町があ
らかじめ指定したところです。

　町では、町民センターを中心に、指定緊急避難場所と
指定避難所として延べ23カ所を指定しています。災害
の際に実際に開設している場所は、町からのお知らせを
確認してください。

避難のポイント
❶避難とは【難】を【避】けることです。ハザードマッ
プで災害リスクを確認し、安全な場所にいることが確
認できれば、避難場所に行く必要はありません。

❷避難先は、指定緊急避難場所・指定避難所だけではあ
りません。安全な親戚・知人宅も選択肢の一つです。

❸マスク・消毒液はできるだけ持参しましょう。
❹開設される避難場所・避難所は、防災行政無線・町
ホームページなどで確認してください。

❺明るいうちに避難しましょう。

■問い合わせ
　危機管理防災課　防災安全係　☎（232）2110
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